
加西市議会だより No.187 (2026.5) 5

日吉・宇仁・西在田小学校が 

閉校となった後も、引き続き 

 体育館や運動場は使用できる

　 
    議案第 16 号   加西市学校跡地体育施設の設 
                             置及び管理に関する条例の制 
                             定について

            令和 8 年 4 月 1 日の泉中学校区の小学校統合に
より、日吉小学校、宇仁小学校及び西在田小学校が閉校
となるが、引き続き、地域のスポーツ団体や住民組織が
体育館や運動場を使用できるよう新たに条例を制定する
もの。 
 
質　疑

問 施設の管理運営方法はどのようにするのか。 

答 閉校になった学校は、当面教育委員会が管理しま
す。これまでどおり安全快適に利用できるよう、

施設予約システムの活用と職員による施設巡回を予定し
ています。また、利用者の実績報告や使用料の支払いま
でを加西市公式 LINE で手続ができる仕組みを整えてい
きます。

問 使用料の減額や免除の対象の考え方は。 

答 施設の使用料につきましても、学校の体育施設と
同じように、青少年の健全育成や地域の公共性を

重視した減免基準を設けていきます。

問 使用にあたっての優先順位はあるのか。 

答 これまで継続して使用されている団体の時間帯を
尊重しながら、それ以外の空き時間を新規の団体

に開放していきたいと考えています。もし使用期間、規
模が重なる場合は、利用団体同士の話合いによる自主
的な調整をこれまでと同じようにお願いしたいと思いま
す。

討　論
なし

議決結果
全会一致で原案可決

概 要

適正な土地利用と 
 良好な地域環境を守る

　 
    議案第 11 号  加西市まちづくりと開発調整に 
                            関する条例の制定について 
                            

            都市計画の区域区分廃止に伴い、市・住民・事
業者が相互理解と協力のもと、協働してまちづくりと開
発調整に関する基準や手続き等を定めることにより、適
正な土地利用と良好な地域環境を守ることを目指すも
の。

 
質　疑

問 新たに条例を制定する理由は。 

答 従来の市街化調整区域では、区域区分廃止後に宅
地分譲等が行われる可能性があり、３区画以上の

分譲開発を住民説明会の対象とすることにより適正な土

地利用を図るためです。

問 敷地面積 200㎡以上の太陽光発電施設を住民説明
会の対象としているが、その実効性は。

答 事業者には住民からの意見に対して回答すること
を義務付けているため、住民との調整が必要とな

るなど実効性は担保されています。

討　論
なし

議決結果
全会一致で原案可決

概 要

討　議
・給料改定の実施時期に関して、選挙後に行うべき。 

      （本会議）

議決結果
賛成 3、反対 11 の賛成少数で原案否決


